
船舶事故等調査報告書 

平成２４年３月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１広第３８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年３月４日 ０１時１２分ごろ 

発生場所 
 

愛媛県今治市津
つ

島南東岸 

 今治市所在の来島海峡第２大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位００９°

１.５海里付近 

 （概位 北緯３４°０８.８′ 東経１３３°００.３′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 SEIYO
セ イ ヨ

 LUCKY
ラッキー

（カンボジア王国籍）、２,３６３トン 

 ９３５４６８６（ＩＭＯ番号）、SEIYO LUCKY COMPANY LIMITED 

 乗組員等に関する情報 船長 

 死傷者等 なし 

 損傷 不詳 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１３人が乗り組み、来島海峡航路中水道を出て津島南

東岸沖を北進中、平成２３年３月４日０１時１２分ごろ津島南東岸に乗り

揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 不詳、風向 南南西、風力１ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮流 約１ノットの北西流 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 本船は、来島海峡航路中水道を出て津島南東岸

沖を北進中、津島南東岸に乗り揚げたものと考え

られるが、船長から十分な情報を得ることができ

なかったため、乗揚に至る状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路中水道を出て津島南東岸沖を北

進中、津島南東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




